
信濃川河川事務所工事安全対策協議会規約

（名 称）

第１条 本会の名称は、信濃川河川事務所工事安全対策協議会（以下「協議会」という。）

と称する。

（目 的）

第２条 協議会は、国土交通省北陸地方整備局信濃川河川事務所（以下「事務所」という。）

の工事、外業を伴う委託業務・役務及び災害応急対策業務（以下「工事等」という。）

の施工にあたり建設労働災害の防止に関する総合的な計画の基に、工事等の安全施

工、建設労働者の安全衛生の確保及び第三者に対する安全を確保し、工事等の円滑

な遂行等に寄与することを目的とする。

（組 織）

第３条 協議会は、第７条に規定する役員、副所長（事務）、経理課長、品質確保課長、

工事等発注担当課長、各出張所長、支所長、主任監督員（主任調査員）に任命され

た事業対策官、建設専門官、保全対策官並びに工事等の受注者又は協定相手方（以

下「受注者等会員」という。）をもって構成する。

２ 協議会の下部組織として、分会を設ける。

（活動内容）

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するために次の活動を行う。

（１）工事等の安全に関する意識の向上のための建設労働災害防止大会の開催

（２）建設労働災害防止に関する講習会の開催

（３）工事等期間中の安全パトロールの実施

（４）安全施工技術の向上に関する調査研究

（５）その他目的達成に必要な事項

（協議会の運営）

第５条 協議会を円滑に運営するために役員会を置く。

２ 役員会は、第７条に規定する役員をもって構成し、会長は必要に応じて役員会を

開催し、 協議会の運営に関する基本的事項を決定する。

３ 幹事は、協議会の運営に関する実務を担当する。

４ 協議会の事務局は、事務所品質管理課におき事務全般を担当する。

５ 協議会の活動に必要な「会場借上費」、「資料作成費」、「印刷費」、「通信連絡費」

等は、事務局において負担する。

（入会及び脱会）

第６条 協議会の受注者等会員は、工事等の契約締結または協定締結をもって入会し、工

事等目的物の引渡または協定期間の満了をもって脱会する。



（役 員）

第７条 協議会の会長は、事務所長とする。

２ 協議会に会長のほか、次の役員を置く。

・副会長：副所長（技術）及び会長が指名した会社役員

・幹 事：工事品質管理官、代表発注担当課長及び代表主任監督員並びに会長

が指名した会社役職員

３ 幹事長は工事品質管理官とする。

（役員の任期）

第８条 役員の任期は、１０月１日から翌年９月３０日までとする。

（役員の任務）

第９条 会長は、本会を代表し会務を統括する。

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長（技術）が会長の職務を

代行する。

３ 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会を統括する。

４ 幹事は、会員相互の連絡及びその他の事務を司る。

（その他）

第１０条 この規約に定めのない事項については、役員会で協議し、会長が定める。

（付 則）

この規約は、平成７年２月２３日より施行する。

組織変更により平成１５年４月１日第１条、第２条を改正

平成１７年 ９月２２日一部改正

平成１８年 ９月２０日一部改正

平成２０年 ７月１１日一部改正

平成２０年１０月１４日一部改正

平成２５年 ７月 ２日一部改正

令和 元年 ９月２６日一部改正

令和 ３年 ９月２２日一部改正

令和 ５年 ９月２６日一部改正


